
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行・編集：村上地域まちづくり協議会事務局（村上市役所自治振興課） Tel 75-8926 

地域の皆さんには、ちょっと 
した除雪の援助など温かな支援 

をお願いします。 
 
 
 
特に高齢のお年寄りだけの 

世帯など、自力で作業ができない 
場合は、ご近所の皆さんの 
お力添えをお願いします。 

 
 

終了 
→しま 
した 

 

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、状況に
より中止とする場合があります。 

令和 3 年度の通常総会を下記の日程で予定

しています 

日 時 令和３年４月 17 日（土） 
午後３時～ 

 

会 場 村上市教育情報センター  
視聴覚ホール 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例年３月に開催しておりました、伝統文化部会事業「お祭り体験講座」は、新型コロナウイル

ス感染症収束の目途が未だ見通せないことから、‟お囃子演奏体験”、‟乗り子・曳き廻し体験”共に

本年度の開催を見合わせることとしました。 

開催を期待されておられた皆さま、また、参加することを楽しみにしておられた皆さまには、大変

残念なお知らせとなりましたが、何卒ご容赦ください。              伝統文化部会 

村上地域まちづくり協議会の事業で、町内単位や複数町内の活動を支援する「地域づくり支援事業補助
金」の令和３年度の申請（一次募集分）について、２月１日（月）から受付を開始するべく準備を進め
ております。 
今回の募集は、例えば‟美しい町並み事業”のように、毎年継続した事業を４月１日から実施できるよ
うに配慮し、事前に募集受付をするものです。 
詳細（交付要綱、事務事業の流れ、申請書等）は、１月下旬に各町内区長さん宛に送付するほか、ホー
ムページにも掲載します。また、協議会事務局（村上市役所５階自治振興課内）へお気軽にお問い合わ
せください。 
該当する事業がある場合は、各町内区長さんを通じて相談・申請をお願いします。 
 
◆地域づくり支援事業補助金のメニュー 

対象事業 事業内容 対象経費と要件 
補助金の 
限度額 

１ 新しい組織立上げ事業 
町内又は複数町内で行う町内事業活性化
や世代間交流に向けた新たな組織の設置 

設置活動費。組織の人数要件は５人以上とする。 
１町内１組織に限る。 

初年度 ３万円 
２年目以降１万円 

２ 子育て支援・ふれあい
事業 

町内又は複数町内で行う子どもの居場所
づくり事業や子どもと高齢者とのふれあい
事業 

活動費。子どもの年齢は小学６年生以下とし、活動
回数は、年間６回以上とする。１町内１事業に限る。 

２万円 

３ 伝統行事支援事業 
伝統行事の受け入れ事業 活動整備費。参加受入は中学生以下１人以上を含

むものとする。１町内２行事に限る。 
１行事１万円 

４ 美しい町並み事業 環境整備事業 植栽や清掃などに係る活動整備費 ３万円 

５ 元気づくり事業 
町内の課題解決や活動の充実又は活性化
につながる事業 

活動整備費。集会施設整備に係る経費は除く。 
令和３年度まで１町内３事業に限る。 

３０万円 

付記 
１ 食糧費（飲食代）及び他の助成対象経費は、すべての対象事業において対象外経費とする。 
２ 補助事業は、補助金完結ではなく、地域住民が活動主体の全部又は一部を担うものとする。 
３ 複数町内で連携する場合は、町内ごとに補助するのではなく、事業に対して補助する。 
４ 同一年度における１町内の補助金限度額は、設定しない。 
５ 補助対象事業費及び補助金額の千円未満の端数については、これを切り捨てる。 
６ 事業の運営等の一切は、主催者が行うものとする。 
７ 村上大祭及び七夕祭りに係る経費については、地域が一体となった祭行事を目指すものとし、屋台の修繕費や経常的な運営費を除く。 
８ 補助期間は平成２９年度から令和３年度までの５年間とする。 

★地域づくり支援事業は５か年計画で実施されており、令和３年度が最終年度となります。特に「元気づく
り事業」について、未実施のご町内は積極的な活用をご検討ください。（令和４年度以降も引き続き実施するか

は未定です。） 

★新型コロナウイルス感染症予防に伴う３密解消対策に活用できるものもありますのでご相談ください。 
★申請期限は、３月中旬を予定しています。 
★地域の経済活性化に繋げるため、地域内の商店・事業所の利用を推進します。この補助金を活用して購入
する物品等については、地域内の商店・事業所 
から優先して購入してください。 

令和２年度分の地域づくり支援事業での新型コロナウイルス感染症予防
に伴う３密解消対策への活用については、引き続き「随時申請」を受付け
ています。お気軽に事務局へご相談ください。 
（年度内に完了できるものに限ります。） 
例えば、２月の初午行事（ゴリショ）での子ども 
たちの参加受入れについて３密解消対策を 
施して実施する場合は、‟伝統行事支援事業” 
の対象とできる場合があります。ご検討ください。 


